
千葉市里親制度振興事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、里親制度の発展を図り、もって児童の福祉の向上に寄与するため、千葉

市里親会に対し、同会が行う里親制度振興事業に関する経費について、予算の範囲内にお

いて、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号。以下「規則」という。）及

びこの要綱に基づき、補助金を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱において「里親制度振興事業」とは、里親を対象として、養育技術の習

得、里親に関する情報の収集・交換等を目的として研修を行い、及び里親損害賠償責任保

険に加入することをいう。 

（経費及び補助額） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）の経費及び額は、次の

とおりとする。 

対象経費 補助額 

里親研修に要する経費（他の団

体等が主催する大会・協議会等へ

の参加負担金を含む。） 

 実支出額と市長が定める額とを比較して、いずれか

少ない方の額 

 里親損害賠償責任保険の加入に

要する経費 

実支出額と市長が別に定める額とを比較して、いず

れか少ない方の額に２分の１を乗じて得た額 

（交付の申請） 

第４条 規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める

期日までに、千葉市里親制度振興事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（交付の条件） 

第５条 規則第５条の規定により付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業の内容、経費の配布又は遂行計画の変更をする場合には、あらかじめ市長

の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（４）規則及びこの要綱を遵守すること。 

 （交付決定通知） 



第６条 規則第６条の規定による通知は、千葉市里親制度振興事業補助金交付決定通知書

（様式第２号）によるものとする。 

 （変更等の承認申請書） 

第７条 第５条第１項又は第２号に規定により承認を受けようとするときは、千葉市里親

制度振興事業（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

 （実績報告） 

第８条 規則第１２条の規定により報告しようとするときは、補助事業の完了日から起算

して２０日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度終了の日のいずれか早い

期日までに、千葉市里親制度振興事業実績報告書（様式第４号）に次の各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）事業報告書 

（２）収支決算書 

（３）里親損害賠償責任保険契約書の写し 

（４）その他市長が必要と認める書類 

 （補助金額の確定通知） 

第９条 規則第１３条の規定による通知は、千葉市里親制度振興事業補助金額確定通知書

（様式第５号）によるものとする。 

 （交付の請求） 

第１０条 規則第１６条第１項の規定により、補助金の交付を請求しようとするときは、

千葉市里親制度振興事業補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 規則第１６条第２項において準用する同条第１項の規定により、補助金の交付を請求

しようとするときは、千葉市里親制度振興事業補助金一括（分割）事前交付請求書（様式

第７号）を市長に提出しなければならない。 

 （決定の取消通知） 

第１１条 規則第１７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は、千葉市

里親制度振興事業補助金交付決定取消通知書（様式第８号）によるものとする。 

 （返還命令） 

第１２条 規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、千葉市里親制度振興

事業補助金返還命令書（様式第９号）によるものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成９年９月１日から施行し、平成９年分の予算に係る補助金から適用す

る。 

   附 則 



 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 



様式第１号 

 

千葉市里親制度振興事業補助金交付申請書 

年  月  日 

（あて先）千葉市長 

 

 

住  所 

法人等名称 

代表者名             印 

 

  年度千葉市里親制度振興事業補助金の交付を受けたいので、千葉市補助金等交付規則

第３条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

交付を受けようとす

る補助金の額及びそ

の算出の基礎 

（１）補助所要額          円 

（２）算出の基礎 別紙 

交付を受けたい時期 年  月  日 

補助事業の着手予定

年月日 
年  月  日 

補助事業の完了予定

年月日 
年  月  日 

添付書類 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）その他 

 



別紙 

 

申請額算出内訳書 

区分 総事業費 A 補助基準額 B 補助所要額 C 備考 

里親研修事業費     

里親損害賠償保険加入経費     

計     

 

※補助所要額 Cは総事業費 Aと補助基準額 Bを比較していずれか少ない方の額とする。 



様式第２号 

 

千葉市指令  第  号 

 

 様 

 

千葉市里親制度振興事業補助金交付決定通知書 

 

年 月 日付で申請のあった   年度千葉市里親制度振興事業補助金につ

いて、次のとおり交付決定したので、千葉市補助金等交付規則第６条により通知しま

す。 

 

 年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

補助金の交付決定額 円 

補助金交付予定時期    年  月  日 

交 付 条 件 1 補助事業の内容、経費の配分又は遂行計画の変更

をする場合は、あらかじめ市長の承認を受けるこ

と。 

2 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あら

かじめ市長の承認を受けること。 

3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は

補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに

市長に報告してその指示を受けること。 

4 千葉市補助金等交付規則及び千葉市里親制度振

興事業補助金交付要綱を遵守すること。 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第３号 

 

千葉市里親制度振興事業変更（中止・廃止）承認申請書 

年  月  日 

（あて先）千葉市長 

 

住  所 

法人等名称 

代表者名             印 

 

  年 月 日付千葉市指令  第  号により補助金の交付決定にあった事業について、

次のとおり変更（中止・廃止）したいので、千葉市里親制度振興事業補助金交付要綱第７

条の規定により申請します。 

 

補助金既交付決定額                     円 

変更後補助金所要額 円 

差 引 所 要 額 円 

変更（中止・廃止）

の理由 
 

変更（中止・廃止）

年月日 
 

添付書類 

（事業の変更の場合） 

（１）事業変更計画書 

（２）収支変更予算（見込）書 

（３）千葉市里親制度振興事業補助金交付決定通知書（様

式第２号）の写し 

（事業の中止（廃止）の場合） 

（１）補助事業の経過及び成果を証する書類等 

（２）その他 

 



様式第４号 

 

千葉市里親制度振興事業実績報告書 

年  月  日 

（あて先）千葉市長 

 

 

住  所 

法人等名称 

代表者名             印 

 

  年 月 日付千葉市指令  第  号で交付決定のあった千葉市里親制度振興事業を

次のとおり実施したので、千葉市補助金等交付規則第１２条により関係書類を添えて次の

とおり報告します。 

 

補助事業の着手年月日 年 月 日 

補助事業の完了年月日 年 月 日 

補助金交付決定額  

補助金の既交付額 年 月 日 

補助金の経費精算額 
（１）精算額             円 

（２）内 容 別紙 

添付書類 

（１）事業報告書 

（２）収支決算書 

（３）里親賠償責任保険契約書（写） 

（４）その他 

（注） 添付書類のうち（２）及び（３）については、代表者原本証明を行うこと。 



別紙 

 

事業費精算内訳 

区分 総事業費 A 補助基準額 B 補助所要額 C 交付決定額 D 差し引き過不足額

（C－D） 

里親研修事業費（a）      

里親損害賠償保険

加入経費（b） 

     

計      

 

※補助所要額 Cのうち（a）は、総事業費 Aと補助基準額 Bを比較していずれか少ない方の額とする。 

 補助所要額 Cのうち（b）は、総事業費 Aと補助基準額 Bを比較して少ない額の 1/2とする。 



様式第５号 

 千葉市達   第  号 

 

 

   様 

 

千葉市里親制度振興事業補助金額確定通知書 

 

年  月  日付千葉市里親制度振興事業実績報告書により、千葉市里親制度振興

事業補助金額を次のとおり確定したので、千葉市補助金等交付規則第１３条の規定により

通知します。 

 

 年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

 

補 助 金 の 交 付 決 定 額 

 

円 

 

補 助 事 業 の 経 費 精 算 額 

 

円 

 

補 助 金 の 確 定 額 

 

円 

 

備 考 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第６号 

    年  月  日 

 

千葉市里親制度振興事業補助金交付請求書 

 

 （あて先）千葉市長 

 

住  所 

法人等名称 

代表者名             印 

 

年  月  日付千葉市達  第  号千葉市里親制度振興事業補助金額確定通

知書により確定した   年度千葉市里親制度振興事業補助金の交付について、千葉市補

助金等交付規則第１６条の規定により、次のとおり請求します。 

 

補 助 金 の 交 付 決 定 額                              円 

補 助 金 の 既 交 付 額                              円 

今 回 の 交 付 請 求 額                              円 

添 付 書 類 

１ 千葉市里親制度振興事業補助金交付決定通知書

（様式第２号）の写し 

２ 千葉市里親制度振興事業補助金確定通知書（様

式第５号）の写し 

３ その他 



様式第７号 

    年  月  日 

 

千葉市里親制度振興事業補助金一括（分割）事前交付請求書 

 

 （あて先）千葉市長 

 

住  所 

法人等名称 

代表者名             印 

 

年  月  日付千葉市指令  第  号により補助金の交付決定のあった補助金

の一括（分割）事前交付を次のとおり受けたいので、千葉市補助金等交付規則第１６条第

２項において準用する同条第１項の規定により請求します。 

 

補 助 金 の 交 付 決 定 額                 円 

補 助 金 の 既 交 付 額 
 年 月 日付         円 

年 月 日付         円 

今 回 の 交 付 請 求 額                 円 

添 付 書 類 

１ 千葉市里親制度振興事業補助金交付決定通知書

（様式第２号）の写し 

２ その他 

 



様式第８号 

 

千葉市達  第  号 

 

 

 様 

 

 

千葉市里親制度振興事業補助金交付決定取消通知書 

 

年  月  日付千葉市指令  第  号により通知した千葉市里親制度振興事業

補助金交付決定の全部（一部）を次のとおり取り消したので、千葉市補助金等交付規則第

１７条第３項において準用する同規則第６条の規定により通知します。 

 

 年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

補助金の交付決定額 円 

取 消 額 円 

取消後の交付決定額 円 

取 消 理 由 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。



様式第９号 

                           千葉市達  第  号 

 

                                                            様   

 

千葉市里親制度振興事業補助金返還命令書 

 

     年  月  日付千葉市達   第  号により通知した千葉市里親制度振興

事業補助金について、千葉市補助金等交付規則第１８条第１項（第２項）の規定により、

次のとおり返還を命じます。 

 

     年  月  日 

千葉市長       印   

 

補 助 金 の 交 付 決 定 額                         円 

補 助 金 の 既 交 付 額 

     年  月  日交付          円 

     年  月  日交付          円 

     年  月  日交付          円 

        計               円 

補 助 金 の 交 付 確 定 額                         円 

返 還 す べ き 金 額                         円 

返 還 期 限      年  月  日 まで 

返 還 を 命 ず る 理 由  

返 還 方 法  

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 


